
◆男女共同参画
� 人権室 男女共同参画グループ　☎800-3255
　人はそれぞれ違った個性を持っており、自分らしく生きた
いと願っています。そしてその願いは、誰にでも平等に保障
されなければなりません。
　しかし、「男は仕事、女は家庭」という性別による固定的な
役割分担意識から「男（女）だから…」、「女（男）のくせに…」な
どといわれ、可能性を狭められたり、自分らしい生き方を選
ぶことができなくなることも少なくありません。男女共同参
画社会とは、このように性別を理由に、性格や職業、生き方な
どを決めつけることなく、その人の個性と能力が十分に発揮
できる社会のことをいいます。
　本市では、男女共同参画社会の実現をめざし施策を推進し
ていくために、平成9（1997）年に「大東市男女協働社会行動
計画」、平成16（2004）年に「改定　大東市男女共同参画社会
行動計画」を策定しました。平成19（2007）年4月には「大東
市男女共同参画推進条例」を施行、そして平成31（2019）年3
月に「第4次大東市男女共同参画社会行動計画」を策定し、さ
まざまな取り組みを行っています。

◆パートナーシップ宣誓制度
� 人権室 男女共同参画グループ　☎800-3255
　市では、大東市人権尊重のまちづくり条例に基づき、市民
一人ひとりの人権が尊重され、多様性を認め合い、誰もが自
分らしく暮らせる社会をめざしています。
　令和元（2019）年に制定した「パートナーシップ宣誓制度」
は、一方または双方が性的少数者である二人が、市長に対し、互
いが人生のパートナーであることを宣言する制度です。宣誓書
の提出を受け、所定の要件を満たしていると認められた場合に
パートナーシップ宣誓書受領書等を交付するものです。

◆「大東市人権行政基本方針」
� 人権室 人権企画・調整グループ　☎870-9063
　市では行政本来の目的が全ての人々の市民的諸権利の確
立・維持・発展にあることを基本認識として、これらの権利を
互いに尊重し合うまちづくりを推進するため、大東市人権行
政基本方針を策定しています。
　市民一人ひとりの人権が尊重される社会の実現に向けて、
あらゆる行政施策に対し、人権行政を横断的に機能させるよう
な体制づくりを充実するなど人権行政の推進に努めています。

◆広報「だいとう」
　広報「だいとう」は、市民の皆さんと市政を結ぶ広報誌とし
て、毎月1回、1日に発行し、各地区の自治会などを通じて、各
世帯にお届けしています。また、図書館や総合文化センター、
市民会館などの各公共施設をはじめ、JR4駅（鴻池新田駅、住
道駅、野崎駅、四条畷駅）に置いています。

◆声の広報・点字広報
　広報「だいとう」に掲載されている記事を抜粋して、音訳・点
訳し、希望する目の不自由な人に郵送しています。声の広報・
点字広報をご希望の人は、秘書広報課広報広聴グループまで
ご連絡ください。
設置場所
�中央図書館、西部図書館、東部図書館、大東市社会福祉協議
会、障害者生活支援センター（三住町2-7）

広報
秘書広報課 広報広聴グループ　☎870-0403

◆陳情書の受け付け
　団体などから市政に対する陳情、要望、意見などを文書で受
け付けています。お寄せいただいた陳情などは秘書広報課広
報広聴グループから各部局へ送付し、市政運営の参考とさせ
ていただきます。

◆提言箱
　市民の皆さんから市政について意見や提言を出していた
だき、市政運営の参考にしています。
設置場所
　市役所本館1階市民情報コーナー

広聴
秘書広報課 広報広聴グループ　☎870-0403

　「大東市まちづくり出前講座」は、市民の皆さんに知りたい、
学びたい内容を講座メニューから選んでいただき、市の職員
が出向き、話をして、市民協働のまちづくりに役立てるととも
に、市民の学習機会の充実を図るために実施するものです。
対 象 �市内在住・在勤・在学の10人以上で構成された団体

など
開催日時 �原則として市役所開庁日の午前10時～午後5時で

1回2時間以内
開催場所 �原則市内（会場は申込者などが責任をもって用意

してください）
受講時間 �30分程度
費 用 �無料（会場使用料や講座に材料が必要なときは、申

込者が用意してください）
申込方法 �開催希望日の20日前までに講座担当課などに直接

申し込んでください
お 願 い
　講座メニューについては、市ホームページをご覧いただ
き、メニューに記載の電話番号へお掛けください。

まちづくり出前講座
各担当課　☎872-2181（代表）
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問い合わせ先

　自治会に参加して、ご近所の方と仲良くなることは、何か
あったときにお互い頼りになります。困ったことやトラブル
も相談できますし、子どものいるご家庭では、子育ての悩み
の相談や学校行事での協力など、コミュニケーションが強く
なります。

地域のコミュニケーションが強くなる

◆自治会とは
　自治会とは、特定の区域に住む住民で構成される地域活動
団体です。ちなみに地域活動とは、お祭りのようなイベント
や防犯・防災活動、地域の清掃活動など多岐にわたりますが、
地域の住民が定期的に話し合い協力し、より良いまちづくり
に取り組んでいます。

◆自治会と管理組合の違い
　管理組合とは、分譲マンションのような区分所有建物内の
管理団体で、入居者で構成される組織です。建物の管理方法
や使用に関する会議を定期的に開催し、住民全体の方向性や
目的を共有するために設置されます。自治会と大きく異なる
ことは、管理組合は居住者に加入義務があることです。

◆大東市の自治会加入率
　大東市の自治会加入率は約70%です。より良いまちづく
りのために、自治会に加入しましょう。

◆自治会の活動とは
　皆さまがまず思い浮かぶのは、朝、子どもたちが通学する
ときに、見守り活動を行っている地域の方ではないでしょ
うか。旗を持って、子どもたちが安全・安心に通学できるよ
う日々活動をされてい
ます。その他にも、防犯
委員による夜間のパト
ロール、防災訓練、地域
の清掃活動、盆踊りや
秋祭りなど幅広い活動
をしています。地域の
皆さまの声を取りまと
めて、市に対して要望
書を提出することもあ
ります。

自治会
自治会加入について
市民政策課　☎870-9612

　東日本大震災や能登半島地震では、発災時に身動きが取れ
なくなり、近所の方が助けてくれたという事例があります。
また、高齢者の方など、
避難の際に支援が必要
な方の名簿を作成・管
理し、津波発生時に高
台への避難を呼びか
け、地域住民みんなで
協力しながら実施した
例もあります。いざと
いう時に助け合うこと
ができるのが自治会で
す。

災害発生時の助け合い

　地域住民の交流を目的とする、様々な
イベントに参加できます。盆踊りや秋祭
り、子ども会のイベントなど、季節の催し
に参加し、幅広い世代での交流を深める
ことができます。

地域のイベントに参加できる

◆自治会に加入しましょう
　地域の住民で協力し、みんなで助け合い協力することが、
より良いまちづくりにつながります。まだ自治会に加入され
ていない方は、自治会に加入しましょう。

◆なぜ自治会に加入するのか
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